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１．景観計画及び景観条例について  
 

（１）景観計画策定及び景観条例制定の背景  

良好な景観形成は、自らの住居空間や商業・業務空間などの生活環境

を向上させるとともに、都市の魅力を創出させ来訪者の増加を促し、地

域の振興及び活性化に寄与することとなります。  

本市は、平成 19 年６月１日より景観行政団体となり、良好な景観形

成の実践に向けた「土台づくりの段階」に入っております。その土台づ

くりとして、まず景観形成基本計画を策定し、次にそれに基づいて景観

計画の策定と景観条例の制定を行います。そして「実践の段階」として、

建築物等の届出等や良好な景観整備等をスタートさせ、その結果として、

徐々に良好な景観が形成され、市民のなかに市への誇りと愛着が育まれ

るような取り組みを推進します。  

次の図１に、その二つの段階の取り組みの流れを示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）三郷市景観形成基本計画とは  

景観形成基本計画は、本市の景観形成の将来像を示す「市の景観まち

づくりの方針」です。そのため本計画は、本市の景観特性を活かすとと

もに、景観形成における課題への対応策など、良好な景観形成を推進す

るための基本的な考え方や方向づけを定めます。また、本計画は、景観

計画の策定や景観条例の制定のための基礎となるものです。  

 

  

 

 
■本市の中に、
徐々に良好な
景観が形成 

 

■届出等の開始 

・基準に基づく誘導・
勧告等 

・景観整備等 

平成２３年～ 

実践の段階  

 

市民・事業者・市（参加と協働）  

■市独自の景観形成 

方針の作成 

●三郷市景観形成 
基本計画 
（市の基本方針） 

 

平成２１年３月策定 

平成１９～２０年 

■景観法に基づく 

バックボーンづくり 

●三郷市景観条例 
（景観計画を担保） 

●三郷市景観計画 
（景観形成誘導基準） 

平成２１～２２年 

土台づくりの段階  

図１．景観形成に関する取り組みの流れ 
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（３）三郷市景観計画とは  

景観計画は、景観法に基づき景観行政団体が法の手続きに従って定め

る「良好な景観の形成に関する計画」のことで、景観形成の方針や行為

の制限に関する事項を定めることができます。  

三郷市景観計画は、三郷市景観形成基本計画の方針に基づき、本市の

景観特性を活かしたものになっています。  

 

（４）三郷市景観条例とは  

   景観条例は、景観法に基づく景観計画の内容を担保させるために景観

行政団体が定める委任条例です。  

三郷市景観条例は、委任条例として景観計画の内容を担保させるとと

もに、自主条例として景観形成の推進方策等の履行担保や景観審議伒の

設置等を定めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２．景観計画と景観条例の関係図 

【景観条例】…景観計画を運用するための基準、担保するため
の基準を定めるもの 

【委任条例】（法に基づき定めるもの） 

  ●届出対象行為 
（条例で定めることにより、法に基づく届出行為となる 
項目がある。） 

（条例で定めないと全ての建築物等が対象になる。） 
  ●特定届出対象行為 
  （変更命令や現状復旧命令を行える行為を定める。） 

【自主条例】 
  ●景観計画に定められているが、法に規定が無い項目で、 

条例で担保させる必要があるもの 

   ・法で規定する以外の手続き（事前協議、完了検査等） 
   ・景観形成方策（景観審議伒等） 
  ●景観計画に定めは無いが、条例で定める必要があるもの 

   ・適用除外行為 

【市の景観まちづくりの方針】…三郷市景観形成基本計画に 
定めているもの（平成２１年３月策定） 

【景観計画】…景観形成の基本事項、規制基準や届出基準を定

めているもの 
●景観計画区域の設定 
●景観形成の基本方針 

●建築物等の配置や構造の基準 
●建築物等の色彩基準 
●届出対象となる基準 

●景観形成方策（景観審議伒等） 
赤文字…景観法に基づくもの    

青文字…市の景観まちづくりの方針に基づくもの 

 

 
  

景観計画 

景観法  

景観条例 

市の景観まちづくりの方針 

計画を  
担保  
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２．三郷市景観計画（案）の概要  
 

 ■景観計画の構成  

本景観計画は、次の四つの事項について定めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 景観計画の目的と位置づけ 

 

 

 

■
目
的
の

設
定 

●景観法に基づいて景観形成基本計画を具体化するもので、景観形成の誘導等を行うために策定し

ます。また、総合計画や関連計画、県及び国の位置づけを示します。 

第２章 景観計画の区域（法※第 8 条第２項第 1 号（※「法」は「景観法」を示す、以下同じ）） 

 

第３章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針（法第 8 条第 2 項第 2 号） 

 

 

 

第４章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項（法第 8 条第 2 項第 3 号） 

 

 

 

第５章 景観形成の推進体制と届出等の手続きに関する事項 

 

 
 

第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針（法第 8 条第 2 項第 4 号） 

■
景
観
法
の
も
と
で
（
条
項
を
記
載
し
て
い
る
章
） 

定
め
る
べ
き
事
項 

●市全体を景観計画区域と定めます。 

 

●将来の景観像として基本目標を定めます。 

●基本目標に基づいて、良好な景観の形成に関する方針として、自然・田園とまちとの係わりや、

市街地全般、市民と事業者と市の協働及び推進方策による景観づくりを定めます。 

●市全体をゾーン等に区分して、それぞれの特性を踏まえた景観形成方針を定めます。 

 

 

 

 

 

●届出の「対象地区」として景観計画区域と同区域内の重点地区を定めます。 

●景観計画区域と重点地区における「届出対象行為」を定めます。 

●行為の制限に関する事項として、景観計画区域と重点地区の「景観形成基準（色彩を含む）」

を定めます。 

 

 

 

●市の推進体制と国・県や景観審議伒、景観アドバイザーの関係を定めます。 

●重点地区は、予め協議を行う場として重点地区景観協議伒の設置を定めます。 

●事業者が行う「手続きに関する事項」を定めます。 

 

 
●景観重要建造物の指定の方針を定めます。 

●景観重要樹木の指定の方針を定めます。 

 

 

 

第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の

制限に関する事項（法第 8 条第 2 項第 5 号） 

 
 
 

第８章 景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用許可等の基準（法第8条第2項第5号） 

■
景
観
法
の
も
と
で 

必
要
に
応
じ
て
定

め
る
事
項 

●河川、公園、道路、公共建築物等について、景観重要公共施設の位置づけと整備及び占用許可

等の考え方を定めます。 

 

 

 

●屋外広告物の誘導等を景観形成基準と県条例において行うための方針と、必要に応じて検討を

行う市独自の屋外広告物条例制定に関する方針を定めます。 

 

 

 

第９章 景観形成の推進方策 

 
■
市
が
独
自

に
定
め
る

事
項 

●公共事業景観ガイドラインの作成について、方針を定めます。 

●市民等による景観まちづくり活動について、支援策の検討方針を定めます。 

●市民等に対する景観まちづくりへの関心・意識高揚について、支援策の検討方針を定めます。 

●市の景観形成推進体制について、設置方針を定めます。 
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①景観計画の目的（景観計画第１章）  

 

（１）目的  

本市は、地域で育まれ、まちづくりで形成された良好な景観とともに、

課題となる景観も有しております。また、近年、駅及び三郷インター周

辺において新たな街の表情が創出されつつあります。三郷市景観計画は、

三郷市景観形成基本計画を景観法に基づいて具体化するもので、三郷市

景観条例の制定とともに良好な景観形成に向けた誘導等を行うために

策定します。  

 

（２）位置づけ  

景観計画は、景観法及び景観条例に基づいた景観形成の指針として景

観の誘導等を行うためのものです。本市の三郷市総合計画を踏まえ、主

な関連計画及び埼玉県の景観アクションプランとの整合を図り策定し

ます。  

 

②景観計画の区域（景観計画第２章）  

 

本市は、良好な景観形成を推進するため、市全域を景観計画区域と

します。  

 

③景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針  
（景観計画第３章）  

（１）基本目標  

 

 

 

 

 

 

 

 

本市がめざす景観形成の目標像は、水・緑を地域景観の礎とした

「水・緑と街（まち）が調和する景観連鎖」です。この景観連鎖は、

良好な景観が形成された一定の地域が、それぞれに係わりをもちなが

ら市全体に連なり広がるさまを表し三郷市景観の特色となるものです。 

   

水・緑 と まち 水・緑 と 街 街 と 緑 まち と 緑 緑 と まち 街 と 緑 まち と 水・緑 緑 と まち 

図３．基本目標及び５つの基本方針 

『自然と街が調和し、  

ほっとする景観づくり』  

 

 

●自然・田園とまちが係わる景観づくり  

●市街地全般の景観づくり  

●拠点における景観づくり  

●市民と事業者と市の協働による景観づくり  

●推進方策による景観づくり  
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常磐自動車道 

三郷駅 

三郷中央駅 

三郷インターＡ地区 

つくばエクスプレス 

首都高速 6 号三郷線 

三郷インター南部地区 三郷中央地区 

ＪＲ武蔵野線 

江戸川 

新三郷ららシティ地区 

東京外かく環状道路 

中川水循環センター 

江戸川運動公園 

中川 

東京外かく環状道路 

■景観ゾーン等の方針及び対象地区図 

（２）市全体の景観形成方針 

三郷市を景観の観点から次に示す三つの種別に区分して市全体の景観形成方針を定めます。一つ目は、今後の開発動向や土地利用から面的に区分した『景観ゾーン』です。二つ目は、河川・用水

路と道路・鉄道の線的骨格を示す『景観軸』です。そして三つ目は、新たな街の顔づくりやレクリエーション景観の形成など、景観上重要となる点的な『景観拠点』です。それぞれについて、その

特性を踏まえて景観形成方針を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）景観ゾーンの方針（面） 

●今後、商業施設や住居施設等により新たな市街地景観が
創出される一定の区域を「ときめき景観ゾーン」としま
す。 

●三郷市の新しい街の表情を創出
するとともに、ゆとりと賑わい
のある景観形成を図ります。住
まい空間においては、落ち着き
と潤いのある景観形成を図りま
す。 

■
と
き
め
き 

景
観
ゾ
ー
ン 

▼新三郷ららシティ地区 

●すでに、住居施設や商業施設、工業施設等により市街地
として景観が形成されている一定の区域を「まちなみ景
観ゾーン」とします。 

●住居施設は、落ち着きと潤いの
ある景観形成を図ります。また、
地域らしさを残すまち並みの育
成を図ります。 

●商業施設は、ゆとりと賑わいの
ある景観形成を図ります。 

●工業施設は、親しみと潤いのあ
る景観形成を図ります。 

■
ま
ち
な
み 

景
観
ゾ
ー
ン 

▼早稲田地区の戸建て住宅 

●農地、または農地の一部に住居施設や工業施設等が点在
している一定の区域を「ゆとり景観ゾーン」とします。 

●都市のゆとりや潤い空間として、農地景観の維持と一部
土地利用されている住居施設等との調和に配慮した景観
形成を図ります。 

●都市計画マスタープランに位置づけられる将来都市構 
造の産業立地ゾーンにおいては、その土地利用がされる
周囲を緑化するな 
ど、周辺環境の調 
和に配慮した景観 
形成を図ります。 

■
ゆ
と
り 

景
観
ゾ
ー
ン 

 

▼前間の水田地帯 

  

●水辺や緑のオープンスペースを有し、市民のスポーツや憩
い等のレクリエーション景観の区域を「みず・みどり景観
ゾーン」とします。 

●水辺に親しみ、スポーツ、憩い
の場として、水辺景観の維持と
潤いのある景観形成に努めま
す。 

■
み
ず
・
み
ど
り

景
観
ゾ
ー
ン 

 

▼三郷駅東側の江戸川河川敷 

（２）景観軸の方針（線） 

（３）景観拠点の方針（点） 

●市域の東西に位置する江戸川・中
川と市内を縦横断する河川や用水
路は、三郷市景観の線的骨格を示
すもので「水辺景観軸」とします。 

●身近な水辺として親しまれるとと
もに、水辺景観を保全し、育成し、
良好な水辺の景観形成を図りま
す。 

■
水
辺
景
観
軸 

 

▼下第二大場川 

●市内の遠景として印象強い常磐自動車道や東京外かく環状
道路等の高規格道路と、車や人の動線として市内をネット
ワークする主要道路、またＪＲ武蔵野線とつくばエクスプ
レスを「道路・鉄道景観軸」とします。 

●まちなみ景観ゾーン及びゆとり景観ゾーンとの調和に配慮
した大規模構造物の景観形成を図り、人にやさしい、緑を
考慮した景観形成に努めます。 

●また、道路軸においてはパブリッ
クデザイン（ストリートファニチ
ャー等のデザイン）に配慮した景
観形成を図ります。 

■
道
路
・
鉄
道 

景
観
軸 

▼東京外かく環状道路 

●都市の玄関口として、新たな街の
顔づくりを行うべき点的区域を
「駅景観拠点」とします。 

●駅を中心に、賑わいや憩いづくり
に配慮した景観形成を図ります。 

■
駅
景
観
拠
点 

▼三郷中央駅 

●水辺や緑のオープンスペースを有
し、市民のスポーツや憩い等のレ
クリエーション景観として重点を
置く区域を「みず・みどりレクリ
エーション景観拠点」とします。 

●水と緑の景観を保全し、ゆとりと
潤いのある景観形成に努めます。 

■
み
ず
・
み
ど
り 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

景
観
拠
点 

 

▼みさと公園 

三郷中央駅地区 

新三郷ららシティ地区 

図４．景観ゾーン等の方針及び対象地区図 
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④良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  
（景観計画第４章）  

（１）対象地区（図４参照）  

①景観計画区域  

行為の制限に関する事項は、市全体の景観形成方針に示す「景観ゾー

ン」、「景観軸」、「景観拠点」の８地区に区分して定めます。  

②重点地区  

重点地区は、景観計画区域のなかでも、特に良好な景観の形成を図る

必要がある地区になります。景観形成基本計画で選定されている重点地

区候補の中で、景観形成に係わる独自の計画等が策定されている、「新

三郷ららシティ地区」、「三郷中央駅地区」を重点地区として定めます。 

 

（２）届出対象行為  

   良好な景観形成に大きく影響を及ぼす中規模以上の建築物等につい

て、届出行為が必要になります。また、重点地区では、より重点的に景

観形成を推進する観点から、届出対象規模が拡大されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）行為の制限に関する事項（景観形成基準）  

景観形成基準は、すべての「建築物」、「工作物」、「開発行為」、「土地

の形質の変更」、「木竹の植栽又は伐採」及び「屋外における土石、廃棄

物、再生資源その他の物件の堆積」の行為を対象とし、良好な景観形成

の推進を目的として定めるものです。ただし、届出は一定規模のものを

対象として行います。

工作物  

その他  

建築物  

■新築、増築、改築又は移転 ■外観を変更することとなる修繕 
若しくは模様替え又は色彩の変更 

②と④ 

①と③ 

ロ  （階層に限らず）
高さが 10(5)ｍ 
以上のもの 

延べ面積が
500(250)㎡
以上のもの 

イ  

ハ  開発事業の敷地内のもの 

 

左記   と   に該当するもののうち、 
各立面の外観の変更面積が次のもの 
①壁は 1/3(1/4)以上かつ 45(20)㎡ 
以上のもの 

②屋根は 1/3(1/4)以上かつ 10(5)㎡ 
以上のもの 

左記    による届出で適合を受けたもの
のうち、各立面の外観の変更面積が次
のもの 
③壁は 1/3(1/4)以上かつ 45(20)㎡ 
以上のもの 

④屋根は 1/3(1/4)以上かつ 10(5)㎡ 
以上のもの 

ニ  

ホ  

イ  ロ  

ハ  

■新設、増築、改築、移転、外観を変更する
こととなる修繕若しくは模様替え又は色
彩の変更 

擁壁 

長さ 

高さ 

 
 

高架水槽 

高さ 

煙突 

高さ 2ｍ以上かつ長さ
10(20)ｍ以上の擁壁 

築造面積が 500（250）㎡以上のもの 

各立面の外観の変更面積が 1/3(1/4)以上かつ 5(20)㎡
以上のもの 

高さが 10(5)ｍ以上のもの イ  ロ  

ハ  

ニ  

■開発行為 ■土地の形質の変更（駐車場） 
■木竹の植栽又は伐採 
■屋外における廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

※上記に示すカッコ内の数値は、重点地区における届出基準です。 

図５．主な届出対象行為 
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▼屋外における物件の堆積等景観形成のモデル基準図  

 

▼商業系景観形成のモデル基準図（例示：駅景観拠点等）  

 

▼住居系景観形成のモデル基準図（例示：まちなみ景観ゾーン）  

 

図６．景観形成基準（モデル基準図） 

地域のシンボル樹 

【外壁】  
●圧迫感や単調な壁面を避ける
ために、1 階壁面の後退や、１、
２階壁面の色彩に変化を与え、
周辺との景観の調和に配慮し
ます。 

【屋根】  
●屋根は、勾配屋根を主体とし、
周辺と高さを揃える事で、周囲
との整合を図るよう配慮しま
す。 

【付帯設備類】  
●設備機器は、生垣の内側に配置
し外部から見えにくいように
配慮します。 

【色彩】  
●色彩は落ち着きのある色を基
調とし、壁面は暖色系、屋根面
はグレー系の色とします。 

【付帯施設】  
●ごみ置き場は、生垣等
で周囲を囲み、露出が
過度にならないように
配慮します。 

【配置】  
●背後（周辺）のシンボ
ル樹の見通しを確保す
るため建築物の配置に
配慮します。 

●建築物は道路とのゆと
りスペース（壁面後退）
の確保に配慮します。 

【夜間照明】  
●夜間照明は、必要最小
限の数量・光量・光源・
高さに配慮します。 

【外構と緑化】  
●敷地内周辺やまち並みに配慮して生垣を設けます。 
●低中木及び花・紅葉等の彩りに配慮します。 
●駐車場の舗装面は緑化に配慮します。 

【高さ・規模】  
●屋根や軒、階、最上部
の高さは周辺との連続
性に配慮します。 

●規模が過度に大きく感
じないよう、立面形態
や、敷地外周部のゆと
りスペースの確保に配
慮します。 

【バルコニー】  
●物干しは外部から見え

にくい位置に配慮しま

す。 
●手摺部は本体と形態意
匠を合わせます。 

【色彩】  
●色彩は、前部建築物は賑
わいのある色とし、後部
は落ち着きのある色を基
調とします。また、外壁
及び屋根とも暖色系とし
ます。 

【配置】  
●建築物は、道路とのゆと
りスペース（壁面後退）
を確保し、前部と後部建
築物の壁面位置はまち並
みの連続性に配慮しま
す。 

【外壁】  
●外壁は単調な壁面を避
け、前後の壁面分節や色
彩の変化に配慮します。 

【外構の緑化】【付帯施設】 
●駐車場は、露出が過度に
ならないよう、周辺に生
垣を設けると共に舗装面
は緑化に配慮します。 

【高さ・規模】  
●階高を揃え、屋根部の
スカイラインをなだら
かな曲線系とし、周辺
との連続性に配慮しま
す。 

【バルコニー等】  
●手摺部は、建築物等と
形態意匠を合わせるよ
うに配慮します。 

●物干し、室外機は外部
から見えにくい配置に
配慮します。 

【屋外階段】  
●屋外階段は、建築物本
体と調和した形態・意
匠に配慮します。 

【付帯設備類】  
●設備機器はルーバー等
で遮蔽し、外部から見
えにくいよう配慮しま
す。 

【外構と緑化】  
●道路沿いの高木や建
築物の足元に、低木を
植栽し、まち並みに連
続した緑化に配慮し
ます。 

【付帯広告物】 
●付帯する広告物
は位置や大きさ
を揃え、魅力ある
色彩に配慮しま
す。 

【夜間照明】  
●外部へは、必要以上
の照明を避け、過度
の光量、光源となら
ないように配慮し
ます。 

【建築等緑化】  
●屋外の休憩スペース周り
や、一部低層部の壁面緑
化に配慮します。 

【屋根・屋上】  
●屋根は、勾配屋根と陸
屋根とし、周辺との調
和に配慮します。 

※市内における土砂の堆積
の高さに関しては、「三郷
市条例土砂の堆積の規制
に関する条例」の第 8 条
で“土砂高さを 2ｍ以内”
と規定しています。 

■開発行為  
●盛土の高さを抑え、法面勾
配を緩やかとし、擁壁部は
草花の植栽に配慮します。 

■屋外における土

石、廃棄物、再

生資源その他の

物件の堆積 

●集積や貯蔵は、周辺から目立
たないようにし、土石や廃棄
物等の積み上げ高さが、障壁
の高さ以下になるよう配慮
します。 

●土砂※や廃棄物が直
接露出しないよう
に、高さ基準に適合
した障壁の設置に配
慮します。 

 

●出入口の幅は、車
両がすれ違い可能
な幅に抑えます。 

■木竹の植栽又は伐採 

●樹木の伐採は、必要最小限
に抑え、道路沿いの樹木を
残すよう配置します。 

 
●シンボルの樹木を残すよう
に配慮します 

 
●敷地外周部の緑化に配慮し

ます。 

 

■土地の形質の変更 
 
●切土、盛土の高さや法
面・擁壁勾配は周辺の
景観との調和、緑化に
配慮します。 

 
●土地周囲に設置する
フェンスやブロック
等は、周辺の景観との
調和に配慮します。 
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（例示）住居・自然系等が主となる地区の色彩基準の設定  
 
 

■外壁及び屋根の基調色と強調色（使用可能な範囲）  

 

 

 

 

 
 

 
●上記の表番号に対応した事例（一部分）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※色を定量的に表す基準としてマンセル表色系を使用する。色彩を色の三属性（色

相、明度、彩度）によって表現する。  

例：５Ｙ７／４（色相：５Ｙ黄色、明度：７、彩度：４）

色 相 部位  
基調色  強調色  

明 度 彩 度 明 度 彩 度 

①Ｒ  （赤）  
②ＹＲ（橙）  
③Ｙ  （黄）  

外壁  2～ 9 6 以下  

1～ 9.5 

14 以下  
屋根  2～ 6 4 以下  

④ＧＹ（黄緑） 
⑤Ｇ  （緑）  
⑥ＢＧ（青緑） 
⑦Ｂ  （青）  
⑧ＰＢ（青紫） 
⑨Ｐ  （紫）  
⑩ＲＰ（赤紫） 

外壁  2～ 9 2 以下  

12 以下  

屋根  2～ 6 2 以下  

Ｎ  （無彩色） 
外壁  2～ 9 

－  －  
屋根  2～ 6 

 住居・自然系  

基調色  8 .5／ 10 以上  

強調色  1 .5／ 10 未満  

図７．景観形成基準（色彩基準） 

壁の 

「基調色」 

屋根の 

「基調色」 

透明なガラ 

ス面の窓・ 

扉等は除く 

 

壁の 

「強調色」 

屋根の 

「強調色」 

 

  

 

    

      

  

    

⑩  

④  ⑤  ⑥  

⑦  ⑧  ⑨  

③  ②  ①  

５Ｒ ５ＹＲ ５Ｙ 

５ＧＹ ５Ｇ ５ＢＧ 

５Ｂ ５ＰＢ ５Ｐ 

５ＲＰ 

◆囲い込み線の凡例  

：基調色壁 

：基調色屋根 

：強調色壁 

：強調色屋根 

●色彩基準  
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⑤景観形成の推進体制と届出等の手続きに関する事項  

（景観計画第５章）  

（１）景観形成の推進体制  

景観計画区域については、三郷市「景観担当係」を窓口とし、庁内の

関連各課で構成した「景観連絡調整伒議」と連携して取り組みます。ま

た、国・埼玉県とは連絡調整、景観審議伒とは諮問・答申、そして景観

アドバイザーとは要請・助言等が行える体制を整えます。  

重点地区については、同地区の景観形成を同地区自ら推進していくた

め、下記に示す構成員による「重点地区景観協議伒」を設立し、三郷市

と連携して取り組みます。また、同協議伒は三郷市及び景観アドバイザ

ーより助言等を受けられるような体制を整えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出等の手続き  

 

 

 

 

 

 

■「重点地区で

重点地区景

観協議伒が

設立されて

いる場合」

の手続きの

流れを示し

ます。 

重点地区 
景観協議伒 

窓
口 

三郷市 
景観担当係 

窓
口 

①事前協議 

②届出 

③完了報告 

事業者（申請者） 

者）  

× 
◎重点地区協議 

■「景観計画区

域」または「重

点地区で重点

地区景観協議

伒が設立され

て い な い 場

合」の手続き

の流れを示し

ます。 

①事前協議 

②届出 

③完了報告 

三郷市 

景観担当係 
窓
口 

事業者（申請者） 

図８．推進体制 

連絡調整 

景
観
計
画
区
域 

重点地区景観協議伒 

方針及び構成員 
重点地区における良好な景観形成に向けて、住民等と市が協働で取り組むた

めに重点地区景観協議伒を設立します。協議伒で整った事項については、協議
伒の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなりません（法第15条３項）。 
○構成員 

・地権者、地区住民、事業者団体、市民（該当する重点地区以外の住民） 
・景観行政団体、公共施設管理者（道路、河川、都市公園、公共建築等） 

・学識経験者、ＮＰＯ法人、市民団体等 

重
点
地
区 

三郷市（景観行政団体） 

景観連絡調整伒議 
（関連各課で構成） 

 

景観担当係（窓口） 

連携 

要
請
・ 

助
言
等 

要
請 

助
言
等 

要請 

助言等 

諮問 

答申 ●景観審議伒 

●景観アドバイザー 
（専門家） 

●国・埼玉県 

図９．届出等の手続き概要 
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⑥景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針  

（景観計画第６章）  

（１）景観重要建造物の指定の方針  

道路、水辺やその他の公共の場所から容易にながめることができ、要

件を有する建造物は、当該建造物の所有者より指定の同意を得て景観重

要建造物に指定できるものとします。  

 

（２）景観重要樹木の指定の方針  

道路、水辺やその他の公共の場所から容易にながめることができ、要

件を有する樹木は、当該樹木の所有者より指定の同意を得て景観重要樹

木に指定できるものとします。  

 

⑦屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
に関する行為の制限に関する事項（景観計画第７章）  

 

屋外広告物については、すでに埼玉県屋外広告物条例に基づき誘導等

を行っていますが、建築物等に付帯する広告物は、建築物等と一体的に

誘導することが望ましいと考えます。  

そのため次のような考えに基づいて、屋外広告物の表示や掲出物件の

設置に関する行為の制限を定めるものとします。  

 

●建築物等に付帯する広告物は、景観計画の「建築物等の景観形成基

準」に基づき、その他の広告物は、「埼玉県屋外広告物条例」を適切

に運用することとします。  

●また、本市の景観特性に基づく屋外広告物の誘導等を行うため、必

要に応じて「三郷市独自の屋外広告物条例」制定の検討を行うもの

とします。  

 

⑧景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用許可等の
基準（景観計画第８章）  

 

（１）景観重要公共施設の位置づけ  

要件を有する公共施設は、景観重要公共施設に位置づけることができ

るものとします。  

 

（２）景観重要公共施設の整備及び占用許可等に関する考え方  

景観重要公共施設は、景観指針に基づいて景観形成の整備及び占用許

可等を行うこととし、その指針の詳細は公共施設景観ガイドラインで定

めるものとします。  
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⑨景観形成の推進方策（景観計画第９章）  

 

景観形成を推進するためには、行為の制限のほか、行政自らが推進す

べきことや市民等の参加・協力を得るための方策が必要です。そのため

長期的な視点に立って、次のような推進方策を行っていくものとします。 

 

●公共事業は、景観形成において先導的な役割を果たすことが重要です。

公共事業の良好な景観整備を促進するためには誘導基準が有効とな

ります。そのため、公共事業景観ガイドラインの作成を行います。  

●市民等が行う景観まちづくり活動について、支援策の検討を行います。 

●市民等に対する景観まちづくりへの関心・意識高揚について、支援策

の検討を行います。  

●景観形成推進体制として、市の景観担当係や連絡調整伒議、第三者機

関として、審議伒や景観アドバイザーの設置を行います。  
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３．三郷市景観条例（案）の概要  
 

■景観計画の構成  

本景観条例は、前文、第１章から第５章及び附則で構成されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  第１章  総則  （第１条～第６条）  

 

第１章は、自主条例で構成され、条例制定の目的、基本理念、市民等

の役割、用語の定義について定めます。  

景観法には、これらについて定められておりますが、地域特性に応じ

た市独自の景観形成を推進するため、本条例で市独自の考え方を定める

ことにしています。  

 

②  第２章  景観計画の手続等  （第７条～第２１条）  

 

第２章は、委任条例と、景観計画の内容を担保するための自主条例で

構成され、三郷市景観計画と本条例との係わり、三郷市景観計画に基づ

く手続きを担保する内容について定めます。  

委任条例は、第１０条から第１３条の届出対象行為に関すること、自

主条例は、それ以外となります。  

本条例で定める内容のうち、主なものを以下に示します。  

 

（１）勧告又は命令に従わない行為に関する公表の実施  

勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく従わないときは、氏名、

内容、場所等を公表することを定めています。第１３条に規定する特定

届出対象行為以外の行為は、命令を行えず勧告しかできません。よって、

それらの行為にある程度の強制力を持たせるため、公表することにしま

す。  

 

（２）建築確認申請の制限  

   届出対象の案件は、三郷市景観計画に適合することが明確になった後

でなければ、建築確認申請を行えません。  

前文  

第１章  総則（第１条～第６条）  

第２章  景観計画の手続等（第７条～第２１条）  

第３章  景観形成の推進方策（第２２条～第２５条）  

第４章  景観審議伒（第２６条、第２７条）  

第５章  雑則（第２８条）  

附則  
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③  第３章  景観形成の推進方策  （第２２条～第２５条）  

 

第３章は、自主条例で構成され、三郷市景観計画第９章「景観形成の

推進方策」を担保する内容について定めます。  

 

④  第４章  景観審議伒  （第２６条～第２７条）  

 

第４章は、自主条例で構成され、三郷市景観計画第９章「景観形成の

推進方策」に定める「景観審議伒」について定めます。  

景観審議伒は、良好な景観の形成に関する重要な事項について審議す

る、第３者機関となります。  

審議を行う主な内容は、景観計画の変更、勧告や命令を行う行為の審

議などになります。  
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　三郷市景観条例骨子素案　一覧表

条例により景観計画
の内容を担保するも
の

条例により景観計画
以外の内容を担保す
るもの

条例により景観計画
の内容を担保するも
の

条例により景観計画
以外の内容を担保す
るもの

前　文 × × × × ×

第１章 総則 第　１条 目的 条例の内容の制定方針について × × × × ×

第　２条 基本理念 市民、事業者及び市が良好な景観形成を推進するための基本的な考え方について × × × × ×

第　３条 市民の役割 良好な景観形成を推進するために、市民の役割について × × × × ×

第　４条 事業者の役割 良好な景観形成を推進するために、事業者の役割について × × × × ×

第　５条 市の役割 良好な景観形成を推進するために、市の役割について × × × × ×

第　６条 定義 本条例で使用する用語の意義について × × × × ×

第２章 景観計画の手続等 第　７条 景観計画
三郷市景観計画の位置づけを明らかにするとともに、三郷市景観計画の変更を行うときの三郷市景観審議
伒の役割について

× × ○ ○
○

(法12)

第　８条 重点地区 重点地区の意義等について × × ○ × ×

第　９条 重点地区景観協議伒 重点地区景観協議伒の意義等について × × ○ ○
○

(法11，15)

第１０条 届出対象行為 法第１６条第１項第４号の行為について ○ × × × ×

第１１条 届出を要しない行為 法第１６条第１項又は第２項の届出が必要な行為について ○ × × × ×

第１２条 行為の届出に添付する図書 法第１６条第１項又は第２項の届出が必要な行為で必要とされる図書について × ○ × × ×

第１３条 特定届出対象行為 法第１７条第１項及び第５項に規定する命令行為を行うことのできる届出行為について × ○ × × ×

第１４条 事前協議 法定届出を行う前に事前協議を行うことについて × × ○ × ×

第１５条 届出の特例 事前協議で適合する旨を回答した行為について、行為着手制限の日数を短縮することについて × × × ○
○

(法18)

第１６条 指導又は助言
事前協議又は法廷届出の内容が三郷市景観計画に適合しているかの判断、そして、それに適合しないと認
めるときに、行為を行った者に対し指導又は助言を行うことについて

× × ○ × ×

第１７条
重点地区景観協議伒が組織された
重点地区の事前協議

重点地区景観協議伒が組織された重点地区では、三郷市景観計画の定めにより、事前協議の提出先が重点
地区景観協議伒の協議伒伒長となることについて

× × ○ × ×

第１８条 勧告及び命令
法に規定する勧告又は命令に当該者が従わないときは公表すること、勧告又は命令若しくは公表を行うと
きは三郷市景観審議伒の意見を聴くことについて

× × × ○ ×

第１９条 勧告及び命令の適用除外
埼玉県景観条例（旧条例）の適合を受けた建築物等は、外観を変更することとなる色彩の変更で正当な理
由によるものに限り、前条の規定を適用しないことについて

× × × ○
○

(県旧景観条例10)

第２０条 適合確認書等の交付等
事前協議又は法定協議における適合書の交付、建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の建築の申
請の制限について

× × ○ ○
○

（建基法6）

第２１条 完了検査等 完了検査の実施について × × ○ ○ ×

第３章 景観形成の推進方策 第２２条 公共事業景観ガイドライン 良好な景観形成の先導的な規範を示す、公共事業景観ガイドラインを策定することについて × × ○ ○ ×

第２３条 景観まちづくり活動
市民及び事業者が、一定の地区における良好な景観形成を推進するための活動を自主的に行うことを目的
として組織を、団体として認定することについて

× × ○ ○ ×

第２４条 表彰
良好な景観形成に寄与している物、良好な景観形成に関する活動又は貢献をしている者を表彰することに
ついて

× × ○ ○ ×

第２５条 景観アドバイザー 専門的知識を有する者として、景観アドバイザーを指定することについて × × ○ ○ ×

第４章 景観審議伒 第２６条 景観審議伒
良好な景観の形成に関する重要事項について審議する第三者機関として、三郷市景観審議伒を設置するこ
とについて

× × ○ ○ ×

第２７条 景観審議伒の審議事項等 三郷市景観審議伒で審議する事項等について × × ○ ○
○

(法１９ほか)

第５章 雑則 第２８条 委任 本条例の施行について必要な事項は、規則で定めることについて × × × × ×

附　則 １ 施行期日 本条例の施行日が平成２３年４月１日であることについて × × × × ×

条例により関連する
ことになる法令等

内容項目条目次

委任条例 自主条例

三郷市景観条例（案）条文一覧表 


